
開催日時

場所 上市町役場２階　第１会議室

出席委員

１番 冨樫　隆 ２番 大江　登美江 ３番 村上　正毅 ４番 林　忠治

５番 碓井　繁 ６番 中川　治 ７番 山本　裕子 ８番 青木　幸男

９番 稲葉　悟 10番 岩城　正治 12番 酒井　喜之

出席推進委員 ６名

事務局 出席者

事務局長　碓井　秀樹

事務局長代理　米山　洋　

議事録署名委員 １番 冨樫　隆 ２番 大江　登美江

議事日程 １. 開会

２. 会長の挨拶

３. 議事録署名委員の指名　

４. 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請の許可審議について

議案第２号

議案第３号

議案第４号

議案第５号

報告第１号

報告第２号

５. その他

次回委員会の開催予定について

第33回総会

日時　令和８年４月３日（金）午後２時から

場所　上市町役場２階　第１会議室

６. 閉会

開会

事務局長

会長

事務局長

会長

事務局

第32回　上市町農業委員会総会議事録

令和８年３月５日（木）　午後２時

11名

農地法第４・５条の規定による許可申請の意見審議について

農地中間管理事業の推進に関する法律の規定による促進計画の意見審議について

令和８年分参考賃借料の策定について

令和８年から令和10年分標準賃借料及び標準農作業料金の策定について

農地法第１８条第６項の規定による届出について

農業用施設等としての利用に関する届出について

それでは、第32回上市町農業委員会総会を開催いたします。宜しくお願いいたします。

只今の出席委員は、12名中11名であり定足数に達しておりますので、総会が成立することをご報告いたしま
す。また、推進委員は６名中６名出席していただいております。

それでは、開会にあたりまして、林会長よりご挨拶をお願いいたします。

会長あいさつ

ありがとうございました。
それでは議事の方に入っていきたいと思います。総会の議事は会長が行うことになっております。宜しくお
願いいたします。

恒例により議事に入る前にですね、議事録署名委員の指名をさせていただきます。１番　冨樫委員さん、２
番　大江委員さんひとつお願いしたいというふうに思っとります。なお本日の会議書記には、事務局職員の
米山さんをひとつよろしくお願いいたします。

それでは議案に入ります。「議案第１号　農地法第３条の規定による許可申請の許可審議について」事務局
より議案の説明をお願いいたします。

（議案書をもとに説明）
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ただいまの事務局の説明に関連して、地区担当委員からの報告をお願いいたします。１番　●●委員、●●
推進委員、２番　●●委員、●●推進委員　よろしくお願いいたします。

じゃあ説明さしていただきます。１番見取り図見ていただければよろしいんですけど。圃場整備中となって
いますけどこれは完了しておりまして、現在仮換地中でございます。この●●さんには後継者がいないとい
うことで、今年中に本換地予定ということで。本換地になってしまいますと売買ができないということで、
まあ仮換地この間に所有権移転をしたいということで今回の申請が出ております。そういったこと含めまし
て問題はないと思います。

●●推進委員さん。

私の●●●でして、後継者もいないということで別に問題ないかなというふうに思っとります。以上です。

ありがとうございました。それでは２番●●委員さん。

申請の見取り図をご覧いただきたいと思います。ここに●●●●とありますね。それが実は●●さんの●●
●●●です。この方●●に●●●で●●●●●たんです。●●さんは●●●の時に●●務めとられたんです
が、●●●●●で●●なられたんです。●よりも先に●●さんの方が先に●●●たんです。その方が●●さ
れたわけで。そして●●さんは●●●の●●●●●●●を調べて今回の申請になったわけでございます。●
●さんは許可が下り次第●●さんという方のとこへ住むがに●●●を●●●へ移すと。そして●●●を栽培
したいと。ゆくゆくは大規模にやろうという考え方ですが、●●●●が●●●●●という資格をもっとられ
らんだそうで、別に私は問題はないんじゃないかと思います。以上です。

はい、ありがとうございました。●●推進委員さん。

田の面積が結構多いんですね、●●●を家の後ろからやりますいうけど、田んぼの面積自体がでかいとある
もんで雑草が生えて●●●にならんかなっていうがと一番心配しとるんですね。●●の●●と●●●田んぼ
してありました。草が生えてほったらかしにならんかなと心配して行政書士の●●さんにも聞いたんです
ね。●●さんも心配しとられて●●●書いてもらいましたと言っておりました。●●のところに確認の電話
しました。将来的には全部やりたいということで。今田んぼ作っとる所もみんな返してもろてみんなやると
かいう事を言っておられました。●●●やった後には●●の方も将来的にはやりたいと。手伝ってもろて活
用は全部したいと言っとられましたので納得しました。その件だけ心配だったんで特に問題はないかな思い
ます。

ありがとうございました。これより質疑に入ります。質疑のある方は発言をお願いいたします。

●●さんは●●●●の方へ入られたということだね。

何年か前から●●●●の方で草刈りなどやっておったんです。まあもしもあれだったら●●●●の方で管理
は本人さんだけじゃなくてやろうかなと思っとるわけで。制度を利用して●●●へ来たいというがですか
ら。

これだけ全部●●●するって

●●●●●●●で面積でかいね。

●●●●見とると●●は持たれんがですね。●●を●●●●でも利用したいと書いてあるんだけど。

草がほんとに●●●●にならんかなって。●●も持っておられんし。それだけ心配。

むしろそういった事なら●●●●でまた●●●●はして貰えるちゅうことやわね。

●●●の●●さんは自分でやっておられるが

やっておられるが。●●あまり。●●●おるからなんとかできるやろ。

その他何か質疑に質問ありませんか。

無ければ採決いたしますがどうでしょうか。

議案第１号について、原案のとおり許可をすることに賛成の方の挙手を願います。

（挙手）

全員賛成と認めます。議案第１号についてでは原案のとおり許可することにいたします。

続きまして、「議案第２号　農地法第４・５条の規定による許可申請の意見審議について」事務局より議案
の説明をお願いいたします。

（議案書をもとに説明）

ただいまの事務局の説明に関連して、地区担当委員からの報告をお願いいたします。１番　●●委員、●●
推進委員、２番●●委員、●●推進委員　よろしくお願いいたします。それじゃあ１番から

じゃあ●●●●の方お願いします。真ん中に縦に●●●●●●●●とありますが、●の方が●●●の●●と
か●●●の方へ向かっております。●に行くと●●の●●ですとか●●●の方へ向かう道であります。●●
程前に開通した新しい道です。申請地は旧の●から上がってきて●●の昔の●●●●のところへ向かう細い
道のそばにあります。申請地はちょっと入った●●●●、長靴みたいな形のとこです。道に面しているとこ
ろは●●●●でここは●●です。今まで現状として●●●と●●●は、多分ですが、記憶ですが何か●●が
●●●いたと思います。地目として●●●は●●になってまして、●●●は●●でした。●●にこんな土地
があるのはちょっと初めて知ったのでちょっと驚きました。今回●●まとめて●●にしようという申請があ
りまして農地転用の申請になっていまして何の問題もなくお願いしたいと思います。簡単ですが以上です。
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●●推進委員さん。

●●●のところのとがった●●の道路の方の●●●の波打っとるでしょう、ここが一応排水路なっとるんで
すけども。●●の方の排水路は綺麗にって言うか、石垣組んで綺麗になっとるがですけど、向かい側の●●
の土手用水路なって、そこがちょっと今後の問題なんかなと思って見てきたんですけど。この土地に対して
は排水路はその所へ流すと思うんですけど。特には問題ないなと思っとります。

ありがとうございました。２番●●委員さん。

２番の件についてはですね、事務局と私ら●会長と●●委員さん、●●推進委員さんと６人で現地を確認に
行ってきたんです。●●●●に●●●が氾濫しまして、田んぼなり宅地なりにだいぶ溢れたもんですから、
川幅を●●●●●●広げるという工事です。●●●●●●●●の用水路があったもんですからそれを付け替
えるという案件です。

はい、ありがとうございました。●●推進委員さん。

はい、おっしゃったとおり災害に関する工事をやりますんで特に問題なくだと思います。

なお●●のですね譲渡人の●●●さんから●●●が出ております。●●●●しとったと。●●●●のまま●
●しとったという事で●●●が提出されております。

これより質疑に入ります。質疑のある方は発言を願います。

先ほど●●さんから雨水の排水の事についてあったので、地元からは今石積んでそこにコンクリ充ててまた
石積んでというような昔ながらの石壁みたいなっとるがです。我々そこを素掘り用水なもので毎年ほじって
いるんですね。いずれ崩れるかもしれないから、建築業者さんには擁壁をしっかりしてくださいと一旦地元
の要望として伝えたんですけど、これの関係でできるかどうか分かりませんという事で。施工者と所有者と
の話し合いなのでそこはちょっと分かりませんと話をしてきました。

その他質疑ございませんか。なければ採決してもいいですか。それじゃあ採決いたします。

議案第２号について、「意見なし」とすることに賛成の方の挙手を願います。

（挙手）

全員賛成と認めます。議案第２号についてでは「意見なし」といたします。

次に、「議案第３号　農地中間管理事業の推進に関する法律の規定による促進計画の意見審議について」事
務局より説明をお願いいたします。

（議案書をもとに説明）

はい、ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明について、質疑のある
方は発言をお願いします。

●●●●●●●さんちゃどんな●●なんかな

●●●●から●●●●が●●した●●さん

その他質問ありますか。

なければ採決さしていただいてもよろしいですか。

議案第３号について、「意見なし」とすることに賛成の方の挙手を願います。

（挙手）

全員賛成と認めます。議案第３号についてでは「意見なし」といたします。

次に、「議案第４号　令和８年分参考賃借料の策定について」事務局より説明をお願いいたします。

（議案書をもとに説明）

はい、ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明について、質疑のある
方は発言を願います。

公表しなくちゃならないものだからどうでしょうかね。

では、「令和８年分参考賃借料の策定について」ではですね、原案のとおり決定して公表をすることに賛成
の方は挙手を願います。

（挙手）

全員賛成と認めます。議案第４号は原案のとおり決定し公表いたします。

次に、「議案第５号　令和８年から令和10年分標準賃借料及び標準農作業料金の策定について」事務局より
説明をお願いいたします。

（議案書をもとに説明）

はい、ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明について、質疑のある
方は発言を願います。

非常にアップしたところもあるがで

側条田植機二段階あるがですけど、上の方は除草剤散布無しけ

無しですはい

草刈りは●●独自だったね

●●独自ですはい

これも公表するもんだから皆さん何か質問なり意見なり何かありますか。いいですか。
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上市町農業委員会

会長　林　忠治

冨樫　隆

大江　登美江

議案第５号についてでは、「令和８年から令和10年分標準賃借料及び標準農作業料金の策定について」原案
のとおり決定し公表をすることに賛成の方の挙手を願います。

（挙手）

全員賛成と認めます。議案第５号は原案のとおり決定し公表いたします。

次に、「報告第１号　農地法第１８条第６項の規定による届出について」事務局より説明をお願いいたしま
す。

（議案書をもとに説明）

ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明について質疑のある方は発言
を願います。

それじゃあ以上で報告第１号を終わらせていただきます。

では次に、「報告第２号　農業用施設等としての利用に関する届出について」事務局より説明をお願いいた
します。

（議案書をもとに説明）

ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明について質疑のある方の発言
をお願いいたします。

●●●●●●ちゃ●●●ちゅうもんだ

はいそうです。

これも●●せんにゃあかんがやろ

●●までは特に求めてないです。●●●●以内であれば必要ない

よろしいでしょうか。それじゃあ以上で報告第２号を終わらせていただきます。

それではあの以上を持ちまして第32回上市町農業委員会総会を閉会いたします。皆様お疲れさまでございま
した。

　この議事録は事実と相違ないことを証明する。

　　　令和８年３月５日

　　　議事録署名委員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１番　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　２番　


